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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置に記録されているデータを特定する特定情報を前記外部装置から取得する通信
部と、
　前記通信部が取得した特定情報が示す情報を出力する出力部と、
　前記通信部を制御する制御部と、
　使用者からの指示を受け付ける操作部と、
　を備え、
　前記出力部は、前記通信部が複数の外部装置から前記特定情報を取得している間、所定
数の外部装置からの前記特定情報の取得の完了毎に、前記取得済みの特定情報が示す情報
を出力し、
　前記制御部は、前記外部装置から前記特定情報を取得中に、前記操作部を介して、前記
外部装置に記録されているデータを再生する旨の指示を使用者から受け付けた場合、前記
特定情報の取得を停止するよう前記通信部を制御する、
　出力装置。
【請求項２】
　前記通信部が複数の外部装置から前記特定情報を取得する場合、１台の外部装置から前
記特定情報の取得を完了する毎に、前記特定情報が示す情報を所定の条件に従ってソート
するソート部をさらに備え、
　前記出力部は、前記ソート部によりソートされた後の前記特定情報が示す情報を出力す
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る、
　請求項１に記載の出力装置。
【請求項３】
　前記通信部は、
　　前記外部装置に記録されているデータが、前回にデータを取得した時から変更されて
いる場合、前記外部装置から前記特定情報を取得し、
　　前記外部装置に記録されているデータが、前回にデータを取得した時から変更されて
いない場合、前記外部装置から前記特定情報を取得しない、
　請求項１又は２に記載の出力装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記指示に基づくデータの再生が終了した後、前記特定情報の取得を再
開するよう前記通信部を制御する、
　請求項１に記載の出力装置。
【請求項５】
　前記出力部は、所定の時間間隔で定期的に、前記複数の外部装置から前記特定情報を取
得し、
　前記所定の時間間隔は、前記特定情報の取得動作中に発生した異常の有無に応じて異な
る値に設定する、
　請求項１～４の何れか１項に記載の出力装置。
【請求項６】
　前記特定情報は、前記外部装置に記録された放送番組のタイトルを示す情報である、請
求項１～５の何れか１項に記載の出力装置。
【請求項７】
　前記出力装置は、映像データを記録可能な映像記録装置である、請求項１～６の何れか
１項に記載の出力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、複数の機器に格納されたコンテンツの一覧情報を出力可能な出力装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、デジタルレコーダとテレビ（ＴＶ）とを開示する。このデジタルレコー
ダは、テレビから番組の録画指示を受け付ける。テレビは、録画指示を行った番組の録画
履歴を記録する。このテレビは、録画履歴に基づいて、使用者から、デジタルレコーダが
記録している番組の再生指示を受け付ける。使用者から番組の再生指示を受け付けると、
テレビは、デジタルレコーダに対して、番組の再生指示コマンドを送信する。デジタルレ
コーダは受信した再生指示コマンドにしたがい番組を再生する。このような構成により、
使用者は、テレビ上の操作により、外部のデジタルレコーダで録画した番組を再生するこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－８８６３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されているデジタルレコーダは、録画番組の一覧を示す画像データを
テレビに対して出力する。このような録画番組の一覧の表示は高速に行える方がよい。そ
のため、デジタルレコーダにおいて録画番組の一覧の生成が高速に行えることが好ましい
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。
【０００５】
　ここで、複数の装置に記録されている番組データの一覧表を作成する場合を考える。こ
の場合には、番組データの一覧表（録画番組一覧）を作成する一の装置は、他の装置から
、他の装置が記録している番組データの情報（タイトル情報）を取得する必要がある。し
かしながら、他の装置から、番組データの情報を取得するのには一般に時間を要すること
から、録画番組の一覧表が表示されるまでに時間がかかり、使用者の利便性が低下すると
いう問題がある。
【０００６】
　本開示は、デジタルレコーダのような、他の装置から録画番組の情報を取得し、録画番
組の一覧を示すデータを生成し出力する装置において、使用者の利便性を低下させない（
すなわち、使用者が、録画番組の一覧の生成に長時間を要していることを感じにくい）出
力装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示にかかる出力装置は、外部装置に記録されているデータを特定する特定情報を外
部装置から取得する通信部と、通信部が取得した特定情報が示す情報を出力する出力部と
を備える。出力部は、通信部が複数の外部装置から特定情報を取得している間、所定数の
外部装置からの特定情報の取得の完了毎に、取得済みの特定情報が示す情報を出力する。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示によれば、複数の装置に記録されているデータを特定する特定情報が示す情報を
作成する際に、長時間を要していることを使用者に感じさせにくい出力装置を提供できる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】システム全体を説明するための模式図
【図２】レコーダ１００の構成を説明するためのブロック図
【図３】レコーダ１００において録画番組一覧を示すデータを生成する動作（手動）を説
明するためのフローチャート
【図４Ａ】レコーダ１００における録画番組一覧の表示例を示す模式図
【図４Ｂ】レコーダ１００における録画番組一覧の表示例を示す模式図
【図５】レコーダ１００における録画番組一覧の表示例を示す模式図
【図６】レコーダ１００における録画番組一覧の表示例を示す模式図
【図７】レコーダ１００における録画番組一覧の表示例を示す模式図
【図８】レコーダ１００における録画番組一覧の表示例を示す模式図
【図９】レコーダ１００における番組データの再生動作を説明するためのフローチャート
【図１０】レコーダ１００において録画番組一覧を示すデータを生成する動作（自動）を
説明するためのフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１１】
　なお、発明者（ら）は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の
説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定すること
を意図するものではない。
【００１２】
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　本開示の思想をレコーダに適用した実施の形態１について図面を用いて説明する。
【００１３】
１．実施の形態１
　１－１．概要
　本実施の形態におけるレコーダを含むシステムの概要について図１を用いて説明する。
図１は、システム全体の概要を示す模式図である。本システムにおいては、複数のレコー
ダ１００、１０１、１０２が宅内のＬＡＮに接続されている。各レコーダ１００、１０１
、１０２は番組データをＨＤＤ等の記録媒体に記録している。一のレコーダ１００は、宅
内のＬＡＮを介して、他のレコーダ１０１、１０２に記録されている番組データを取得し
て、テレビ２００に出力してテレビ２００に表示させることができる。また、レコーダ１
００は、他のレコーダ１０１、１０２に記録されている番組データのタイトル情報の一覧
（録画番組一覧）を取得し、取得したタイトル情報の一覧をテレビ２００に出力する。
【００１４】
　レコーダ１００は、他のレコーダ１０１、１０２等に記録されている番組データを特定
するためのタイトル情報のテレビ２００上での一覧表示を比較的高速に実行できる。
【００１５】
　１－２．レコーダの構成
　レコーダ１００の構成について図２を用いて説明する。図２は、レコーダ１００の構成
を示すブロック図である。レコーダ１００は、映像データを記録できる映像記録装置であ
る。レコーダ１００は、チューナ１１０により受信した番組放送に対して、マイコン１３
０により各種処理を施すことによって番組データを生成し、生成した番組データをＨＤＤ
１４０に記録する。レコーダ１００は、ＨＤＤ１４０に記録している番組データをＨＤＭ
Ｉ１５０や無線通信モジュール１７０を介して外部機器に送信する。以下、レコーダ１０
０における各構成の詳細について説明する。
【００１６】
　チューナ１１０は、アンテナを介して受信した電波のうち、使用者が選局しているチャ
ンネルの電波を抽出する。チューナ１１０は、抽出した電波に基づいて、マイコン１３０
が処理可能なデジタルデータを生成する。
【００１７】
　リモコン受光部１２０は、使用者により操作されるリモコンから送信される赤外線また
はＲＦ波に変調された制御信号（使用者からの指示）を受信する。例えば、リモコン受光
部１２０は、電源ＯＮ／ＯＦＦ、チャンネル切替、録画開始／停止等の制御信号を受信す
る。リモコン受光部１２０は、受信した制御信号をマイコン１３０が解釈できるデジタル
信号に変換する。
【００１８】
　マイコン１３０は、レコーダ１００全体の動作を制御する制御モジュールである。マイ
コン１３０は、ＳＯＣ（Ｓｙｓｔｅｍ Ｏｎ Ｃｈｉｐ）で構成される。従って、マイコン
１３０は、ＣＰＵ、メモリ、データ信号処理回路を一体として構成される。
【００１９】
　ＨＤＤ１４０は、動画像データ等を記録する記録装置である。ＨＤＤ１４０は、チュー
ナ１１０を介して受信した番組放送を示す番組データ等を記録する。
【００２０】
　ＨＤＭＩ１５０は、レコーダ１００をテレビ２００等の外部機器に接続するためのイン
ターフェースである。レコーダ１００は、ＨＤＭＩ１５０を介してＨＤＤ１４０に記録さ
れている番組データが示す映像信号を外部機器に対して出力する。例えば、レコーダ１０
０は、番組データが示す映像信号を映像表示装置であるテレビ２００に出力し、それによ
り、テレビ２００は映像信号に基づく映像を表示する。
【００２１】
　有線ＬＡＮモジュール１６０は、有線のＬＡＮケーブルを接続可能なインターフェース
である。
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【００２２】
　無線通信モジュール１７０は、無線ＬＡＮ通信可能な通信モジュールである。無線通信
モジュール１７０は、無線ＬＡＮ通信の国際標準規格である「ＩＥＥＥ８０２．１１」規
格に準拠している。無線通信モジュール１７０は、アクセスポイントを介して外部機器等
とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）により通信できる。また、無線通信モジ
ュール１７０は、アクセスポイントを介さずに外部機器と直接無線接続できる。
【００２３】
　レコーダ１００は、有線ＬＡＮモジュール１６０及び無線通信モジュール１７０を介し
てネットワークに接続でき、ネットワークに接続された機器とのデータのやりとりが可能
となる。
【００２４】
　以上のような構成を有するレコーダ１００は、ネットワーク上の他の機器（レコーダ１
０１、１０２等）に記録されている番組データを再生可能である。このため、レコーダ１
００は、ネットワーク上の他の機器から、他の機器が記録している番組データのタイトル
情報の一覧を取得し、タイトル情報の一覧に基づき録画番組一覧を示す画像データを生成
し、テレビ２００に出力する。テレビ２００は録画番組一覧を表示する。表示された録画
番組一覧を介して使用者によって一つの番組（タイトル）が選択されると、レコーダ１０
０はその番組を再生する。録画番組一覧はレコーダ１００において手動または自動で更新
される。
【００２５】
　１－３．録画番組一覧の手動による更新動作
　レコーダ１００における録画番組一覧の手動更新動作について、図３に示すフローチャ
ートを使って説明する。
【００２６】
　レコーダ１００は、使用者からリモコンの操作による録画番組一覧の表示指示に基づき
、複数台のレコーダに記録された番組データの一覧を示す録画番組一覧をテレビ２００に
表示させる（Ｓ１００）。図４Ａに、テレビ２００に表示される録画番組一覧の例を示す
。図４Ａに示す録画番組一覧は、「家じゅう」と「すべて」の２つのタグを有している。
「家じゅう」のタグが選択された場合、家庭内に配置されている、レコーダ１００以外の
機器（レコーダ等）に記録されている番組について録画番組一覧が表示される。一方「全
て」のタグが選択された場合、レコーダ１００に記録されている全ての番組について録画
番組一覧が表示される。
【００２７】
　その後、レコーダ１００のマイコン１３０は使用者の操作による録画番組一覧の更新指
示を待つ（Ｓ１１０）。使用者による録画番組一覧の更新指示を受けると、マイコン１３
０は、ＨＤＤ１４０において、記録されているタイトル情報を全て削除するとともに、図
４Ｂに示すようなメッセージ（”機器検索中”）を含む録画番組一覧を表示する（Ｓ１２
０）。さらに、マイコン１３０は、有線ＬＡＮモジュール１６０または無線通信モジュー
ル１７０を介して、機器検索コマンドをマルチキャストで送信し（Ｓ１３０）、機器検索
コマンドに対する他の機器からの応答を待つ（Ｓ１４０）。
【００２８】
　レコーダ１００は、機器（本例では、レコーダ）からの応答を受けると、応答を受けた
機器（以下「機器Ａ」という）に記録された全ての番組についてタイトル情報の取得を開
始し（Ｓ１６０）、録画番組一覧に表示するメッセージを変更する。具体的には、録画番
組一覧に表示するメッセージを図４Ｂに示すメッセージ（”機器検索中”）から図５に示
すメッセージ（”機器Ａから録画番組一覧取得中”）へ更新する（Ｓ１７０）。
【００２９】
　レコーダ１００のマイコン１３０は、機器Ａが持つ全てのタイトル情報を取得するまで
タイトル情報の取得を継続し、取得したタイトル情報を全てＨＤＤ１４０に記録していく
。機器Ａからのタイトル情報の取得が完了すると（Ｓ１８０でＹＥＳ）、録画番組一覧に
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おいて、図６に示すような管理情報を更新中である旨のメッセージが表示されるようにテ
レビ２００に表示データを出力する（Ｓ１９０）。そして、マイコン１３０は、ＨＤＤ１
４０に記録したタイトル情報の管理情報を更新する。その後、マイコン１３０は、ＨＤＤ
１４０に記録されているタイトル情報を記録日時の昇順にソートし（Ｓ２００）、録画番
組一覧において、ソートした順にタイトル情報を表示させる。上記処理の後、マイコン１
３０は、他の機器から、機器検索コマンドに対する応答を受けたか否かを判断する（Ｓ２
１０）。
【００３０】
　さらに他の機器（ここでは「機器Ｂ」とする。）から機器検索コマンドに対して応答が
あった場合（Ｓ２１０でＹＥＳ）、他の機器Ｂから録画番組一覧を取得中であることを示
すメッセージ（図７参照）を録画番組一覧に表示し（Ｓ２３０）、その機器に対してステ
ップＳ１６０～Ｓ２１０の処理を行う。
【００３１】
　一方、他の機器から機器検索コマンドに対して応答がなかった場合（Ｓ２１０でＮＯ）
、録画番組一覧に、機器を検索中である旨を示すメッセージ（図８参照）を表示し（Ｓ２
３０）、ステップＳ１４０に戻る。
【００３２】
　機器検索コマンドのマルチキャスト（ステップＳ１３０）から所定時間（例えば、３０
秒）経過しても、機器検索コマンドに対する応答を受信しなかった場合（Ｓ１５０でＹＥ
Ｓ）、マイコン１３０は録画番組一覧の更新処理を終了する。
【００３３】
　以上のように、レコーダ１００は、機器検索コマンドに対して応答した１つの機器毎に
タイトル情報を取得し、１つの機器についてのタイトル情報の取得完了毎に録画番組一覧
を更新し、タイトル情報を所定の条件（ここでは、記録日時）の昇順でソートして表示さ
せる。このため、使用者は、全ての機器からのタイトル情報の取得を待つ必要がなく、一
覧更新において時間がかかっていることを感じることなく、レコーダ１００を使用するこ
とが可能となる。
【００３４】
　１－４．手動更新時における録画番組の再生動作
　レコーダ１００における録画番組一覧を手動更新している際の再生動作について、図９
のフローチャートを使って説明する。
【００３５】
　使用者の操作による指示によって、レコーダ１００のマイコン１３０は、複数台のレコ
ーダそれぞれに対する録画番組一覧をテレビ２００に表示させる（Ｓ３００）。そして、
マイコン１３０は使用者の操作による任意の番組の再生指示を待つ（Ｓ３１０）。再生指
示を受けた場合、マイコン１３０は録画番組一覧を更新中か否かを判断する（Ｓ３２０）
。更新中の場合（Ｓ３２０でＹＥＳ）、マイコン１３０は録画番組一覧の更新処理を停止
（中断）し（Ｓ３３０）、再生指示を受けた番組に関するデータを、有線ＬＡＮモジュー
ル１６０または無線通信モジュール１７０を介して、当該番組データを格納する機器（レ
コーダ等）から取得し、再生を開始する（Ｓ３４０）。一方、録画番組一覧が更新中でな
い場合（Ｓ３２０でＮＯ）、マイコン１３０は、再生指示を受けた番組の再生を開始する
（Ｓ３４０）。
【００３６】
　その後、使用者の操作によって再生停止が指示されると（Ｓ３５０でＹＥＳ）、マイコ
ン１３０は、当該番組の再生を停止し（Ｓ３６０）、再び録画番組一覧を表示する（Ｓ３
７０）。
【００３７】
　さらに、使用者の操作によって、録画番組一覧上で他の番組の再生を指示された場合、
マイコン１３０は、ステップＳ３４０～Ｓ３７０で示した処理を実行する。再生停止後に
、使用者の操作によって録画番組一覧の終了が指示された場合（Ｓ３８０でＹＥＳ）、マ
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イコン１３０は録画番組一覧の表示を終了する（Ｓ３９０）。その際、ステップＳ３３０
において録画番組一覧の更新が停止（中断）されていた場合（Ｓ４００でＹＥＳ）、録画
番組一覧の更新を再開する（Ｓ４１０）。
【００３８】
　以上のように、レコーダ１００は、録画番組一覧の更新中に再生を開始した場合、録画
番組一覧の更新を一旦停止（中断）し、録画番組一覧の表示終了後すなわち番組データの
再生停止後に、録画番組一覧の更新を再開する。このため、レコーダ１００は、録画番組
一覧の更新と番組の再生とを同時に動作させることができないような性能の低いマイコン
、有線ＬＡＮモジュール及び無線通信モジュールを備えた場合であっても、録画番組一覧
の更新と番組の再生とをそれぞれ実施できる。すなわち、使用者は、レコーダ１００が一
覧更新中かどうかを意識せずに番組再生を指示することが可能である。
【００３９】
　１－５．録画番組一覧の自動的な更新動作
　レコーダ１００における録画番組一覧の自動更新動作について、図１０に示すフローチ
ャートを使って説明する。
【００４０】
　使用者の操作による指示によって、複数台レコーダの録画番組一覧の自動更新が設定さ
れると（Ｓ５００）、レコーダ１００は予め設定された時刻に録画番組一覧の更新を実行
する（Ｓ５１０～Ｓ７２０）。
【００４１】
　まず、レコーダ１００のマイコン１３０は、図８に示すようなメッセージ（”機器検索
中”）を録画番組一覧に表示し（Ｓ５２０）、有線ＬＡＮモジュール１６０または無線通
信モジュール１７０を介して、機器検索コマンドをマルチキャストで送信する（Ｓ５３０
）。マイコン１３０は、この機器検索コマンドに対して、他の機器からの応答を待つ（Ｓ
５４０）。
【００４２】
　ある機器（ここでは「機器Ａ」とする）から応答を受信すると、マイコン１３０は、機
器Ａに対して、録画番組一覧の変更の有無を確認するための確認コマンドを送信する（Ｓ
５９０）。この確認コマンドは、機器において、前回の録画番組一覧の取得時から、録画
番組一覧（すなわち、機器に記録されている番組データのタイトル情報）の変更があった
か否かを確認するためのコマンドである。
【００４３】
　機器Ａの録画番組一覧について変更があった場合、機器Ａは、その旨を示す応答をレコ
ーダ１００に送信する。録画番組一覧の変更があった旨の応答を受信した場合（Ｓ６２０
でＹＥＳ）、マイコン１３０は、ＨＤＤ１４０に記録されている機器Ａから以前に取得し
たタイトル情報を全て削除し、その後、その機器Ａに対してタイトル情報の取得を開始す
る（Ｓ６３０）。その際、マイコン１３０は、録画番組一覧に表示するメッセージを、「
機器検索中」であることを示すメッセージ（図８参照）から、「機器から録画番組一覧を
取得中」であることを示すメッセージ（図５参照）へ変更する（Ｓ６４０）。
【００４４】
　また、録画番組一覧の変更有無の確認コマンドの送信または機器Ａからの応答受信にお
いて、通信エラーなどの異常が発生したとき（Ｓ６００でＹＥＳ）、マイコン１３０は、
異常フラグの値を１に設定する（Ｓ６１０）。なお、この異常フラグの初期値は０である
。マイコン１３０は、機器Ａが持つ全てのタイトル情報を取得するまでタイトル情報の取
得を継続し、取得したタイトル情報は全てＨＤＤ１４０に記録していく。その後、マイコ
ン１３０は、図３で示したステップＳ１８０～Ｓ２４０の処理と同様の処理（Ｓ６５０～
Ｓ７１０）を実施する。図１０に示す処理では、さらに、機器１台分の録画番組一覧（タ
イトル情報）の取得完了について、異常の有無を監視している（Ｓ６５０、Ｓ６６０）。
機器１台分の録画番組一覧（タイトル情報）の取得が通信エラーなどで正常に完了しなか
った場合（Ｓ６５０でＮＯかつＳ６６０でＹＥＳ）、異常フラグの値を１に設定する（Ｓ
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６７０）。
【００４５】
　機器検索コマンドの送信（ステップＳ５３０）から所定時間（例えば３０秒）経過して
も、機器検索コマンドに対する応答を受信しなかった場合（Ｓ５５０でＹＥＳ）、マイコ
ン１３０は、本処理（更新処理）を終了し、異常フラグの値を判断する（Ｓ５６０）。マ
イコン１３０は、異常フラグの値が１（ＯＮ）であれば、次回の自動更新の実行時刻を、
現在設定されている実行時刻から２．５時間後の時刻に設定し（Ｓ５８０）、異常フラグ
の値が０（ＯＦＦ）であれば、自動更新の実行時刻を、現在設定されている実行時刻から
２４時間後の時刻に設定する（Ｓ５７０）。
【００４６】
　以上のように、レコーダ１００は２４時間周期で録画番組一覧（取得したタイトル情報
の一覧）を自動的に更新する。また、更新処理において異常が検出された場合、現在設定
されている実行時刻から２．５時間後に再度自動更新を実行する。このため、使用者はわ
ざわざ手動で録画番組一覧の更新を指示する必要がなく、時間がかかる一覧更新処理を意
識せずに録画番組一覧を使用することが可能である。また、自動更新の場合は、機器に変
更の有無を確認し、変更がなかった機器に対しては録画番組一覧を取得しないため、録画
番組一覧の更新処理を短時間で完了させることが可能である。
【００４７】
１－６．効果等
　本実施形態のレコーダ１００は、他の機器（レコーダ１０１，１０２等）に記録されて
いる番組データを特定するタイトル情報（録画番組一覧の情報）を他の機器から取得する
通信部（有線ＬＡＮモジュール１６０、無線通信モジュール１７０）と、通信部が取得し
たタイトル情報（すなわち、録画番組一覧を構成する情報）が示す情報を出力する出力部
（マイコン１３０とＨＤＭＩ１５０を含む構成）とを備える。出力部は、通信部が複数の
機器からタイトル情報（録画番組一覧を構成する情報）を取得している間、１台の機器か
らのタイトル情報（録画番組一覧を構成する情報）の取得の完了毎に、取得済みのタイト
ル情報（録画番組一覧を構成する情報）が示す情報（図７、図８参照）を出力する。
【００４８】
　この構成により、機器毎のタイトル情報（録画番組一覧の情報）の情報の取得が完了す
る都度、録画番組一覧が表示される。よって、複数の機器からタイトル情報（録画番組一
覧の情報）を取得する際でも、使用者は、全ての機器からの情報の取得を待つ必要がなく
、録画番組一覧の更新において時間がかかっていることを感じることなく、レコーダ１０
０を使用することが可能となる。
【００４９】
　また、マイコン１３０は、通信部が複数の機器からタイトル情報（録画番組一覧の情報
）を取得する場合、一の機器からの情報の取得を完了する毎に、タイトル情報（録画番組
一覧の情報）が示す情報を所定の条件に従ってソートしてもよい。マイコン１３０は、ソ
ートされた後のタイトル情報（録画番組一覧の情報）をテレビに出力してもよい。
【００５０】
　マイコン１３０は、機器に記録されている番組データが前回にタイトル情報（録画番組
一覧の情報）の情報を取得した時から変更されている場合、機器からタイトル情報（録画
番組一覧の情報）を取得するようにしてもよい。一方、機器に記録されている番組データ
が前回にデータを取得した時から変更されていない場合、マイコン１３０は、機器からタ
イトル情報（録画番組一覧の情報）の情報を取得しないようにしてもよい。この構成によ
り、録画番組一覧の更新が必要な場合にのみ、録画番組一覧を取得するため、無駄な処理
の実行を防止できる。
【００５１】
　また、マイコン１３０（制御部の一例）は、機器からタイトル情報（録画番組一覧の情
報）の情報を取得中に、操作部（例えば、リモコン受光部１２０）を介して、出力装置に
記録されている番組データを再生する旨の指示を使用者から受けた場合、タイトル情報（
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録画番組一覧の情報）の情報の取得を停止するよう通信部を制御する。この構成により、
録画番組一覧の更新中に番組データの再生指示を受け付けたときのマイコン１３０の負荷
を軽減できる。
【００５２】
　マイコン１３０は、所定の時間間隔で定期的に、複数の機器からタイトル情報を取得し
てもよい。その際、所定の時間間隔は、タイトル情報の取得動作中に発生した異常の有無
に応じて異なる値に設定してもよい（Ｓ５６０－５８０）。これにより、異常があったと
きは、録画番組一覧の更新の間隔を短くでき、より迅速に、録画番組一覧を正しいものに
戻すことができる。
【００５３】
２．他の実施の形態
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１を説明した。
しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加
、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態１で説明した
各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。以下、他の実施
の形態を例示する。
【００５４】
　実施の形態１では、出力装置の一例としてレコーダ１００を示したが、出力装置はこれ
に限定されない。映像データを記録した複数の機器から、記録している映像データの一覧
情報を取得でき、各機器に記録された映像データの再生が可能な装置であれば、上記実施
形態の思想を適用することができる。よって、例えば、前述の機能を有すればテレビや情
報処理装置も出力装置に含まれる。
【００５５】
　実施の形態１では、使用者の操作をリモコンを介して受け付けたが、レコーダの本体に
設けられた操作釦を介して使用者の操作を受け付けても良い。
【００５６】
　実施の形態１では、レコーダに記録されるコンテンツの一例として放送局から受信した
番組データを示したが、コンテンツの種類はこれに限られない。番組データ以外のコンテ
ンツ、例えば、音声データ、静止画データ、使用者が撮影した動画データに対しても、本
開示の思想を適用できる。すなわち、コンテンツが複数の機器に記録されており、各機器
に記録されているコンテンツの一覧を示すデータを各機器から取得するような構成におい
ても、本開示の思想を適用できる。
【００５７】
　実施の形態１では、録画番組一覧を生成するための情報の取得時における動作を説明し
た。しかし、機器に格納されているコンテンツに関する情報であって、複数の機器から取
得され、表示される可能性のある情報であれば、その情報の取得時の処理に対して本開示
の思想を適用することができる。
【００５８】
　実施の形態１では、１台分の機器毎のタイトル情報の取得の完了毎に録画番組一覧を更
新したが（Ｓ１８０～Ｓ２３０）、所定台数の機器毎のタイトル情報の取得の完了毎に録
画番組一覧を更新するようにしてもよい。例えば、２または３台分の機器のタイトル情報
の取得の完了毎に、録画番組一覧を更新してもよい。
【００５９】
　実施の形態１では、タイトル情報を記録日時の昇順にソートしたが、降順にソートして
もよい。または、タイトル名及び未視聴／視聴済みの条件に基づいてソートを実施しても
よい。
【００６０】
　上述の通信インタフェース（LAN,HDMI等）は例示であり、他の通信インターフェースも
利用できることは言うまでもない。
【００６１】
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　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。したがって、添付図面および詳細な説明に記載
された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示
するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの
必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、
それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
【００６２】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本開示は、複数の機器から特定情報を取得する機能を有するレコーダやテレビ等の出力
装置に適用できる。

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９】
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